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総 合 資 源 エ ネ ル ギ ー 調 査 会 原 子 力 安 全 ・ 保 安 部 会

リ ス ク 情 報 活 用 検 討 会 第 1 5 回 議 事 録

日 時：平成２３年２月１０日（木）１０:０１ ～１２:０２

場 所：経済産業省別館１１階１１２０共用会議室

議 事

（１）事業者におけるリスク情報活用の取り組み状況と課題について

（２）原子力安全規制への「リスク情報」活用に関する実施計画案について

（３）原子力安全委員会の当面の施策の基本方針とその推進に向けた取り組みについて

（４）フィンランドにおけるリスク情報活用の動向について

（５）その他

議事内容

○生越原子力安全技術基盤課長 それでは、定刻になりましたので「第 15 回リスク情報活

用検討会」を開催いたします。

本日は、御多用の中、御出席くださいまして誠にありがとうございます。

それでは、山口主査、よろしくお願いいたします。

○山口主査 おはようございます。

前回は、原子力安全規制情報会議テクニカルセッション、リスク情報活用に係る日本原

子力学会のこれまでの取り組み、米国におけるリスク情報活用の動向について報告をいた

だきました。また、原子力安全規制へのリスク情報活用の自主計画骨子案の審議をいただ

いたところでございます。

今回は、事業者におけるリスク情報活用の取り組み状況について、報告をまずいただき

まして、原子力安全規制へのリスク情報活用の自主計画等、こちらが主な議論になるわけ

ですが、そういうことについて御議論いただければと思います。

それでは、事務局から、定足数の確認と配付資料の確認をお願いいたします。

○生越原子力安全技術基盤課長 総合資源エネルギー調査会運営規定上、定足数は臨時委

員の過半数となっております。本日は、１２名中９名、井川委員は遅れておられると思い

ますけれども、今の状態でも９名御出席いただいておりますので、本委員会は有効に成立

しております。

引き続き配付資料の確認をさせていただきます。お手元の資料一覧をごらんいただきな

がら御確認いただければと思います。

まず、資料１５－１といたしまして「事業者におけるリスク情報活用の取り組み状況と

課題」。
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資料１５－２といたしまして「原子力安全規制への『リスク情報』活用に関する実施計

画案」。

資料１５－３－１「原子力安全委員会の当面の施策の基本方針について」。

資料１５－３－２「当面の施策の基本方針の推進に向けた取り組みについて」。

資料１５－３－３「原子力安全シンポジウム『原子力安全委員会の当面の施策の基本方

針について－合理的に達成可能な最高の安全水準を目指して－』の開催について」。

資料１５－４「フィンランドにおけるリスク情報活用の動向について」。

それから、参考１５－１といたしまして英文の資料を御用意いたしてございます。

○山口主査 ありがとうございました。

資料はお手元におそろいでしょうか。もし不足がございましたら、事務局にお申しつけ

ください。よろしゅうございますか。

○神田委員 済みません。前回の議事録はどういうふうになるんですか。

○生越原子力安全技術基盤課長 今日はお配りしていなくて申し訳ございません。委員の

皆さんに御確認いただいたものを、たしかホームページ上にはもう掲載をさせていただい

ていたと思いますので、今回お配りしていなくて申し訳ございませんでした。

○神田委員 議事録について、これからもここでは確認しないということになるのですか。

普通、委員会だと、前回の議事録が手元にあって、割と時間も空いているものですから、

前回どういう議論をしたのかということを、一応、確認しながら議論できる方がいいのか

なと思ったものですから、済みません。

○生越原子力安全技術基盤課長 恐れ入ります。神田委員おっしゃるとおりで、今回御用

意していなくて大変申し訳ございませんでした。次回からきちんと御用意するようにいた

します。失礼いたしました。

○山口主査 では、議事録の件はよろしくお願いいたします。

それでは、議題に入らせていただきます。９月３０日に開催いたしました第１３回リス

ク情報活用検討会で、電気事業者のリスク情報活用における品質確保に関する取り組み状

況について説明をいただいております。その際に、今後の活用方策についても御紹介いた

だくことになっておりましたので、本日は「事業者におけるリスク情報活用の取り組み状

況と課題」につきまして、電気事業連合会から説明をいただきたいと思います。では、よ

ろしくお願いします。

○宮田委員 電気事業連合会リスク情報活用検討チームの主査を務めております東京電力

の宮田から、資料１５－１を用いまして「事業者におけるリスク情報活用の取り組み状況

と課題について」御説明をさせていただきます。

この資料全体の構成としましては、これまでの取り組みが前半にありますので、これは

簡単に御紹介をして、その上で、現在取り組みを始めていて、今後も重点的に実施してい

きたいものについて御紹介し、また、これまでの事業者の経験からして、さまざまな課題

を感じておりますので、それも御紹介した上で最後にまとめさせていただいております。
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まず、めくっていただきまして、２ページですけれども、「電力大でのこれまでの取り

組み」ということで、これは事業者全体で取り組んできたものですが、簡単に項目だけと

いうことで、まず、ＡＢＷＲの安全設計を炉心損傷頻度の絶対値等を用いて検討してきた

ということで、高圧系ＥＣＣＳの強化などをやってきている。

それから、アクシデントマネジメントの整備において、ＰＳＡを参考として、その脆弱

性を把握した上でアクシデントマネジメントの対策を抽出して、それを整備してきたとい

う状況がございます。

それから、定期安全レビュー（ＰＳＲ）において、炉心損傷頻度等について評価をして、

これを自主的な形ですけれども、報告をしてございます。

それから、保全重要度と書いてございますが、これは、現在進んでおります新検査制度

の中で、保全重要度においてリスクを考慮するということで最近新しく追加されてきてい

るものでございまして、これを実施して、実際、保全重要度に応じて保全活動管理手法を

設定して保全のパフォーマンスを監視するような、そんな取り組みをやってございます。

それから、一番下のＥＣＣＳストレーナ閉塞事象の評価に関しましては、１９９０年代

のスウェーデンのバースベックでＥＣＣＳがストレーナ閉塞するような事象があったこと

を受けて、さまざまな対策をしてきたという中で、ＰＳＡを使って暫定対策の評価などを

して取り組んできたという姿をお示ししてございます。

続きまして、３ページ目からは、タイトルに「自主的・個別的な取り組み」と書いてご

ざいますが、個別的というのは、これは必ずしも全電力でやっているというものではなく

て、電力によってはやっていると。それから、自主的と言っていますのは、例えば、先ほ

どのアクシデントマネジメントなど、行政指導、保安院からの指示文書で動いているもの

とは違って、完全に電力サイドのイニシアチブでやっていると、そういう意味合いでござ

います。

３ページ目にございますのは、停止時のリスクの管理ということで、リスクモニタの導

入をしているというところを御説明しています。現在は、原子炉の停止中に保全活動をた

くさんやってございますので、プラントの状態が日々変わってくる。そういった状態をＰ

ＳＡの手法を用いてリスクを評価して、そのリスクのレベルに応じて安全意識を高めるよ

うな活動であるとか、場合によっては工程の変更も含めてやっていくということを取り組

んでいるというのがこちらのページでございます。

続きまして、４ページでございますけれども、こちらは、トラブル発生時のリスクへの

影響評価ということで、これは何かしらのトラブルがあったときに、それがリスク上、ど

ういう程度のインパクトがあったものかというのを評価するものです。横軸がΔＣＤＦ、

炉心損傷頻度の増加量ということで、これは、その状態がプラントのリスクとしてどのく

らいのレベルになったか、上昇したかというΔ分を示す軸でございまして、縦軸は、ＩＣ

ＤＰと書いてございますけれども、運転継続の危険レベルというか、あるΔが生じた状態

を何日間続けてしまったかというようなことで、どちらかというと時間の積分値みたいな
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形で評価する指標ということで、現行の保安規定でＡＯＴという許容待機除外時間が設定

されているんですけれども、さまざまな系統ごとにそれが設定されていまして、それらを

全部評価した包絡値を青い範囲ということにして、そういう中で今回の事象はどうだった

のかということを、ここの場合で言うと☆で示してございます。

こういったことを見て、今回の事象は非常にリスクインパクトがあったと、それに対し

て今後どういう対応を取っていくのかといったところに活用していけたらということでや

っているものでございます。

ちなみに、今回の評価と言っていますのは、福島第一の５号機で発生した炉心スプレイ

系の故障というのがございまして、そのときのものでございます。

次に、５ページでございますけれども、リスク情報を活用した供用期間中検査導入に向

けた試評価ということで、これは、米国において、供用期間中検査、非破壊検査ですけれ

ども、それを合理的にやっていく取り組みがかなり積極的にやられていまして、多くのプ

ラントで採用されているものでございます。その中のＡＳＭＥ／ＷＯＧ手法というのがご

ざいますので、その手法を用いてＩＳＩのプログラムを試評価として検討してみたという

ものでございます。

左側にセグメントの例とありますが、これは給水系の配管のアイソメ図なのですけれど

も、それぞれの溶接線が書いてありまして、その溶接線をあるセグメントごとに切って、

その溶接線がもし破断したら、あるいはリークしたら、どれだけの炉心損傷になるかとい

ったことを評価して、溶接線が破断する等については、ＡＳＭＥ／ＷＯＧ手法の場合には、

確率論的破壊力学みたいな手法も用いるわけですけれども、その結果をＲＲＷという指標

を用いて、上から高い順に、リスクインパクトの大きい順に並べたというのが真ん中の表

でございます。

リスクインパクトが高い方と低い方と見たときに、低い方、ここで言うとＭＳ－３とあ

りますけれども、ここから下のものについては、検査を緩和したらどうなるかと、上の方

は現状の検査を維持しましょうと、そういうことをした場合にはどうなるかというのが左

下の絵になっておりまして、左側が従来のＩＳＩ、右側が検査を緩和した場合の炉心損傷

頻度の増分がちょっと出るというものでございます。このΔＣＤＦをどの程度まで許容す

るかというところが若干の議論になるところでございますけれども、場合によっては、一

番上のＰＬＲ－５ａみたいなところを少し検査強化すると、このΔはぐっと下がるような

ものになってございます。

続きまして、６ページでございますが、発電リスク評価、ＧＲＡと書いてございますけ

れども、これは、いわゆるリスク、炉心損傷とか、そういうものとは違いますが、手法的

にフォールドツリーの手法を使ってございまして、また、事業者として発電継続性みたい

な観点からすると、こういう手法も重要だということで、トライアルとしてやっているも

のでございます。

これはどういう手法かといいますと、右側に枝分かれしているツリー構造が見えるかと
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思うのですが、発電損失頻度をトップにしまして、１００％出力低下する場合はどういう

ものか、原子炉がスクラムする場合、あるいは手動で停止する場合、それぞれの要因は何

か、あるいは部分出力の低下になるようなものはどんなものか、それぞれ要因を分析して、

大規模なフォールドツリーを１個つくるというイメージになります。そういうフォールド

ツリーをつくって、故障率を入れて評価をすることによって、発電損失の観点からの重要

度が出てきます。発電損失のコストを並べることによって、どこを重点的に保全すべきか

ということが、右下に表が出ています。ちょっと生々しい数字が出ていますが、この数字

は、実を言うと絶対値にそれほど意味のあるものではないのですけれども、相対的に一番

上に上がっているものは重点的な保全をすべきというような見方になるものでございます。

以上がこれまでの取り組みということで御紹介したわけですけれども、７ページ、８ペ

ージに、既に取り組み始めておりますけれども、今後重点的に実施していきたいと思って

いるところを２つ御紹介しております。

１つは、７ページですが、「運転中保全の推進」ということで、現在、いわゆるＬＣＯ

の対象となっていない系統については運転中の保全はできるわけですけれども、ＬＣＯの

対象になっているものについては認められていないということで、その範囲を拡大してい

きたい。そのときには、実は保安規定のＡＯＴによって時間制限があるということで、保

全のために十分な時間が取れないものも出てくるので、その次の段階ではＡＯＴの適正化

ということもリスク情報を活用してやっていければと。最終的には、保全の最適化、作業

負荷平準化を実現して、設備の信頼性向上を目指していきたいということで取り組んでい

るものでございます。

続きまして、８ページでございますが、これは先ほど試評価をお見せした「ＲＩ－ＩＳ

Ｉの推進」ということなのです。先ほどはＡＳＭＥ／ＷＯＧの手法を御紹介したわけです

けれども、必ずしもその手法にこだわるということではなくて、さまざまな手法がありま

すので、我が国における供用期間中検査の現状を調査した上で、海外での実態調査、国内

でＲＩ－ＩＳＩを実施する場合の効果、調査、課題の摘出といったことをして、このプロ

グラムを進めていきたいと考えているところでございます。運転中保全と、このＲＩ－Ｉ

ＳＩを少し重点的に取り組んでいきたいというのが我々の希望でございます。

続きまして、９ページから、課題がいろいろとございますというところを御紹介してご

ざいます。まず、９ページですが、「技術的な課題」ですけれども、４つほど挙げてござ

いまして、まず、最初は「決定論的評価を補完する確率論的評価」ということをよく言わ

れるわけなのですけれども、それの具体的な運用についての共通認識が必ずしも得られて

いないのかなというところがございます。

それから、リスクの具体的基準が必要になる側面が出てくるであろう。その場合に、絶

対値、ＣＤＦとかΔＣＤＦなどは、原子力安全委員会で出されております性能目標との関

連で設定することが考えられますけれども、相対値基準みたいなものは、どのような考え

方に基づき設定するのかというところは技術的な課題かなと思っております。
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それから、モデル等の改善によってリスクの変化を個別活用へ反映することの考え方の

明確化が必要ということで、例えば、９月にＰＳＡの品質に関しての取り組みを御紹介し

たときに、原子力学会の標準に準拠した形でモデルをどんどん改善していますということ

を御紹介していますが、プラント自体が変わっていないのにモデルを変えると、評価が少

し変わってくるというところがございます。そういったところをどういうふうに整理して、

リスク情報活用の中でやっていくのかということが技術的な課題かなと思っています。

それから、リスク情報活用推進のために整備中の外部事象ＰＳＡの活用方法については

どうすべきか。基本的には、深層防護であるとか、あるいは冗長性の評価には内部事象Ｐ

ＳＡが非常に適していると思ってございますので、そういう範疇においては、この内部事

象ＰＳＡを主に使っていくのだろうと考えておりますけれども、では外部事象のＰＳＡは

どんなふうに使っていくのかといったところがもう一つの課題かなと思ってございます。

10 ページからは「活用を推進する上での課題」ということで、１／３ということでたく

さん並んでいるんですが、課題があり過ぎて進めないのではないかという御懸念があるか

と思うんですけれども、決してそういう意味ではなくて、こういう課題を踏まえた上で、

今後、運転中保全等を実施していきたいと思っておりますので、あらかじめ、課題が多過

ぎると言われる前にお断りしておきたいのです。

活用を推進する上での課題の１つ目として、リスク情報を活用しても実態が変わらない

ということが少し懸念されるところがございます。これは、結局のところ、原子力発電所

の保全活動等の現場の活動に効果的なものをしっかりと見据えてやっていくというところ

が、これまで若干抜けていたかなということで、特にリスク評価をする安全の人たちと保

全の人たちの間のコミュニケーションをしっかり取っていきたいなというところでござい

ます。

それから、従来の決定論ベースの安全確保活動にリスク情報が追加され、資源の適正配

分にならないというところがあります。これは、先ほど御紹介した保全重要度については、

リスク重要度が低くても、決定論の重要度が高であれば、保全重要度を高にする運用を我

々がしてしまっているというところがございます。

それから、停止時のリスク管理についても、保安規定の取り組みにプラスしてやってい

るところがございまして、この辺りは、保安院の基本的な考え方にバランスの取れた安全

確保が可能となるためというところと少し合っていないので、是非こういったところは、

決定論的な評価を補完する確率論的評価の具体的な運用について共通認識を図って、その

上で決定論ベースの安全確保活動にどのようにリスク情報を取り入れていくかを検討して

いきたいなと思っています。

続きまして、１１ページですけれども、現行規制の考え方、位置づけが事業者・規制当

局間の共通認識となっているのかというところが若干疑問に思われるところがございます。

運転管理ＷＧで運転中保全の検討をしていただいておりますけれども、設計段階の規制と

運転段階の規制との整合性が議論になってございます。
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四角で囲っていますのは、昨年の８月に原子力安全委員会の場で山之内弁護士から、こ

ういったところの考え方がペーパーで出されておりましたので、それを抜粋しております。

最後の「すなわち」のところだけ御紹介しますけれども、具体的な運転段階においては、

設置許可段階の単一故障の考え方を柔軟に応用することを検討すべきであると考えるとい

うことが御意見として出されていたというところがございます。ですので、設計から運転

までの現行規制の整合性に関する考え方を明確にすることが必要になるのかなと思ってご

ざいます。

続きまして、１２ページでございますけれども、個別活用項目ごとのリスク情報活用の

特徴・特性が明確化されていないということでございます。例えば、安全性が確認されて

いる範囲の運転中保全を時間的に制限しましょうといったときに必要なリスク管理措置を

決定するために活用するリスク情報という側面が１つ。それから、ＩＳＩであれば、検査

部位とか頻度の根拠を安全の観点から明確にするためのリスク情報。それから、保全重要

度のところにあったリスク重要度などは、リスクの観点から機器を分類する上で使用する

しきい値として活用するリスク情報。それぞれ意味合いが違いますので、その意味合いを

踏まえると、その数値に対する厳格さみたいなもの、あるいはＰＳＡの品質みたいなもの、

そういったところが大分変わってくるのだろうと思ってございます。

それから、新知見に対してリスク情報が積極的に活用されていないのではないかという

ところがございます。冒頭御紹介したＥＣＣＳストレーナ、これはバースベックの知見に

対する対応をやったわけですけれども、それは安全性をリスクの観点から確認した実績で

あるわけなのですが、それ以降、新知見に対してリスクを見てやっていくような活動はさ

ほどやっていないのかなと思ってございます。

あとは、蛇足かもしれませんが、ＰＳＡモデル構築のための人材が若干不足気味だなと

感じられるところでございます。

「まとめ」でございますけれども、これまで、電力大あるいは自主的・個別的にリスク

情報の活用に取り組んできております。

今後はリスク情報を業務プロセスに取り込んでいくことを念頭に置きつつ、運転中保全、

それから、供用期間中検査へのリスク情報の活用に優先的に取り組んでいきたいと思って

ございます。この活用を進めるに際しては、具体的なリスク基準の設定や決定論ベースの

安全確保活動への追加とならないようにするなど、さまざまな課題が存在しますので、我

が国における運転中保全の検討が進んでいって、リスク低減と設備利用率の向上を両立さ

せた米国にならって、運転中保全へのリスク情報活用の検討を通じて、さまざまな課題を

解決していきたいと思ってございます。

御説明は以上ですが、参考で付けておりますのがどういうものがあるかを御紹介してお

きます。１４ページ、１５ページは、米国の運転中保全の状況でございます。米国では、

オンラインメンテナンスの規制要件は、メンテナンスをする前にリスク評価を行うことの

みが規制要件になってございます。具体的な保全の対象である内容、リスク評価などは、
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民間のガイドラインで規定しているというのが現実的なところです。一方で運転管理面で

は、Ｔｅｃｈ.Ｓｐｅｃ.のＡＯＴの中でやるということが、保守管理とは別の枠組みでの

規制がかかっているという状況です。

そして、１５ページが、そういう取り組みを米国でやっているということで、合理的か

つ重要度の高い規制が整備されて、安全性やプラントパフォーマンスを向上させるための

事業者による創意工夫が導き出せるようになったということで、その下の図は、左側がス

クラム率です。保守規則が 1991～ 1996 年の間で、準備期間があったわけですけれども、非

常に大きく原子炉スクラム率が下がってきています。勿論、保守規則だけの効果ではあり

ませんが、１つの要因だと考えています。

右側が、棒グラフが設備利用率で、折れ線が炉心損傷頻度です。見てわかりますとおり、

炉心損傷頻度がぐっと下がりながら、一方で設備利用率が向上している。安全とコストを

両方ともいい方向で達成させているという状況で、これは、ＥＰＲＩ白書でこういう評価

がなされているというのを御紹介しているものです。

１６ページは、米国の比較的新しい状況ということで、保安規定のＡＯＴを、そのとき

の状況に応じてリスクモニタみたいなものを使って、動的にＡＯＴを変更していくという

ような、御紹介が長くなりますので省略しますが、そういうものでございます。

それから、１７ページは、１０ＣＦＲ５０.６９という、リスク情報を使った機器の分類

をしてございます。従来は安全関連と非安全関連という視点だったのが、リスクの重要度

という視点が加わって、４つの分類ができて、それぞれの分類ごとに適切な規制要件を課

すという形になってございます。

それから、最後のページは、ＮＦＰＡ８０５と書いてございますが、火災防護関連の取

り組みでございます。従来は、１０ＣＦＲ５０の中のアペンディックスＲというのが火災

防護要件になっていたのですが、これは非常に規範的なものであったということで、実際

には現実的に対応できないプラントが多くなっていたということがあって、それに対して、

パフォーマンスベースの火災防護基準になって、ＮＦＰＡ８０５が採用できるようになっ

たということで、リスクを考慮し、合理的な火災防護ができるようになったと、そういう

姿をお示ししたものです。

済みません、ちょっと長くなりましたけれども、以上でございます。

○山口主査 丁寧に御説明いただきましてありがとうございました。

それでは、「事業者におけるリスク情報活用の取り組み状況と課題」ということでいろ

いろお聞きしましたけれども、今の御説明について、御質問等をお受けしたいと思います。

何かございましたら、挙手をお願いいたします。

神田委員、どうぞ。

○神田委員 ５ページの「自主的・個別的な取り組み（３／４）」の、検査によって、検

査の有効度を評価して効率よくというお話だと思うんですが、地震とかで建屋の安全性と、

それから、例えば、ＣＤＦに対する影響とかいうような議論をしているときというのは、
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大体１０ － ４～１０ － ６ぐらいまでの話なんですけれども、当然コンポーネントになってく

ればもっと単位の小さなものになるでしょうし、オペレーションということになれば、当

然小さいということはあると思うのですけれども、一般に、ここでも決定論と確率論の話

もございましたけれども、要するに、１０ － ６を下回るような数字になってくると、その数

字自体をどのような形で検証できるのかとか、要はモデルの設定根拠とか、そういうとこ

ろで数字が非常に大きく動くということは現実としてあると思うんです。

地震のような話はそもそも検証のしようがないけれども、オペレーションとかであれば、

時間がたてば、ある程度検証ができるとか、似たようなものの数が多ければ検証ができる

という話があると思うんです。私の一般的な認識としても、通常のオペレーションでもＣ

ＤＦの確率はこんな小さな数字ではないのではないかという印象があって、１０ － 11 だった

ら、１００個足しても１０ － ９ぐらいにしかならないので、この辺りの数字がどの程度リア

リティを持った議論になっているのかというのが余りよくわからなかったので、その辺、

御説明いただければと思うんです。

要するに、実際にもしこういうことがあれば、当然非常に小さな確率のものに時間かけ

て検査するよりは、確率が大きなものをちゃんと検査して、実際にそういう事象が起きな

いようにすることで、もっと効率的で、有限な時間と有限なお金の配分が適切にできると

いうのは極めて当たり前のことだと思うので、非常にそういうことは大事なことだと思う

のです。ただ、ここに出ている数字とか、リアリティとか、その辺がわからないものです

から、御説明いただければと思いました。

○山口主査 では、お願いします。

○宮田委員 おっしゃるとおりで、この数字は非常に小さいのですけれども、小さい理由

は、例えば、一番上にありますＰＬＲ－５ａでもいいのですが、それは、ある微小なセグ

メントにある溶接線が漏えいなり破断なりをした結果としてＣＤＦに至るものということ

で、原子炉プラント全体を見渡した数字ではなくて、そこのローカルなものだけを見てご

ざいます。そんなローカルなものの小さな数字を見ても意味はないのではないかという御

指摘があろうかと思うのですけれども、それについては、全く同じ手法を全部のセグメン

トに適用して、それを積み上げてプロファイルを見るという使い方になります。ですから、

足算をして、それでも小さいのではないかという御指摘は別に御回答しますけれども、ま

ず、そういう取り組みだということでございます。

それから、これは、一次冷却材圧力バウダンリの溶接線を扱っておりますけれども、こ

ういったところが漏えいなり破断するというのは、いわゆるＬＯＣＡになるわけですが、

ではＬＯＣＡというのが本当に起こるのかということに関して言うと、現状、我々のＰＳ

Ｒの中で大破断ＬＯＣＡというのは１０ － ４／年という形で発生すると評価していますけ

れども、実は、これよりもずっと小さいだろうという御指摘があちこちでございまして、

米国などでは、そういったところをもうちょっと見直していきましょうということで、も

っと小さい数字を実際設定するようなこともやってございます。
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そういうこともあって小さい数字になるのですが、もう一つの問題は、先ほど確率論的

破壊力学によって破断、あるいは漏えいの確率を計算すると御紹介しましたけれども、実

は、確率論的破壊力学によって扱える配管の破損モードが必ずしも全部をカバーしていな

いという部分がございます。そういったカバーできないところは別の枠で検討しなければ

いけないというのはございます。ですので、例えば、疲労みたいな形で破損するというの

は確率論的破壊力学が得意とするところなので、だけれども、そういったものだと非常に

小さくなってしまうということで、現状の取扱いについてはそういったことになってござ

います。

以上でございます。

○山口主査 どうぞ。

○神田委員 そうすると、先ほど最後に、青の色がついているところについて、検査を更

に厳格にするとか、検査効率を上げるとかいうことで、そこを低減するようなことができ

れば、トータルとしても減らせるというような趣旨のことをおっしゃったと思うのですけ

れども、要するに、そういう欠陥を探したりする検査そのものが、どのくらい信頼のおけ

る検査ができるかどうかという要素はセグメントによってかなり違うんではないかと思っ

たのです。それから、検査をより厳格にやることによって、更に小さな確率にすることが

できるとか、検査の側の効率性とか、有効性とかいうことは、それなりの見通しがあると

いうことなのでしょうか。的を射た質問かどうかわからないのですが、済みません。

○宮田委員 個別の深いところまでは私は存じ上げないのですけれども、ＰＦＭ、確率論

的破壊力学の中で、欠陥の検出可能性みたいなものは一応、モデルに組み込んでおりまし

て、そういったところで扱うことになるのですけれども、では、そこの検出可能性が、例

えば、検査員Ａと検査員Ｂで違うということをどう扱えるのかとか、そういったところま

でファインにできているかというと、私は存じ上げないので、課題としてあるのかもしれ

ません。

○山口主査 今、神田委員が御質問になった中で、数字の話はあったのですけれども、も

う一つは、モデルの扱い、不確かさとか、検証できるのか、これは数字もそうなのでしょ

うけれども、モデルを検証できるのかという御趣旨もあったかと思うのです。そういうモ

デルの不確かさとか、検証とか、その辺について、少しお答えいただけますか。

○宮田委員 このＣＤＦを算出するに当たりましては、確率論的破壊力学で破損の頻度を

出して、それにＰＳＡのモデルの中でＬＯＣＡが起こった場合の炉心損傷確率、これはＣ

ＤＰですけれども、条件つきの炉心損傷確率、この部分の破断であれば、このＣＤＰ、こ

の部分の破断であれば、このＣＤＰ、その掛算をする形になります。ＣＤＰの方は、いわ

ゆる内部事象ＰＳＡのモデルとして十分品質を確保していると考えておりますので、御指

摘の内容は、前半の確率論的破壊力学の部分になろうかと思っています。ここは私も余り

詳しくないですけれども、こちらはこちらでそれなりに検証されているのだろうと考えて

おりますけれども、そういった議論はまた必要かなと思います。
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○山口主査 ありがとうございます。ＮＵＲＥＧなどで、実績データと比較とか、された

りはしていますね。

ほかには御質問等いかがでしょうか。

どうぞ、酒井委員。

○酒井委員 これは質問というより、この委員会に対する意見なのですけれども、１０ペ

ージに書いてあることは結構重要なことだと思いまして、リスク情報活用を進めるに当た

っては、事業者が自ら進めるという環境でないと進まないと思うんです。リスク情報によ

る評価と決定論による評価で、多分、決定論の方が安全側の評価になっていて、決定論の

方が優先するというふうになっていたら、自ら進んで導入しようという意欲が湧いてこな

いと思うんです。そのことについては、委員会として何か検討されることになっているん

でしょうか。

○山口主査 非常に重要なポイントで、１０ページの決定論の重要度が高なら保全重要度

は高とするとか、その辺の話になりますね。もし事務局の方で、今後の課題として決定論

と確率論でリスク情報活用の場合との判断の使い分けとか、組合せ方とか、その辺につい

て、今、この委員会の中で検討する予定があるのでしょうかということなのですけれども、

お答えいただいてよろしいでしょうか。

○大島統括安全審査官 本日は実施計画の審議をしていただきますけれども、当初、この

リスク活用検討会を始めるに当たりまして、当面の審議事項の中に、基本的な考え方と２

つのガイドラインが試行版になっているけれども、これをしっかりと今までの経験を踏ま

えて見直したいと言っておりましたので、その基本的考え方の審議を次回以降していただ

かなければいけないと思っておりまして、その中で、本日、事業者からの課題が出されま

したので、それに対して我々としての評価もしなければいけませんし、また、規制側とし

て考えている課題というものも一度審議をしていただいて、その中で何か有意義な議論が

できればと思っております。

片や、本日また説明をいただきますけれども、原子力安全委員会の方でも、安全目標、

性能目標、更にはリスク情報活用に関する検討を進めていただくということもありますの

で、そちらとも連携を取りながら進めさせていただければと思ってございます。

○山口主査 ありがとうございます。よろしいでしょうか。

ほかには。

どうぞ、渡辺委員。

○渡辺委員 今の酒井先生の話にちょっと絡んでいるのですけれども、今、決定論でやっ

て、リスクを入れて、両方とも高いところを取ってしまうという、いわゆる単純にプラス

しているだけというやり方を取っているからそうなるんだと思うのです。これを実際にや

るときに、そういう議論をしないといけないと思うのですけれども、多分、議論せずに、

単純に両方プラスしてしまったのではないか。では、何でそういうことを簡単にやってし

まうのかというところに私は問題があるんだと思うのです。実際に動かすのだったら、こ
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ういうふうなやり方でやればこうなるし、こういうふうなやり方であればこうなるしとい

うことをきちんと踏まえた上でやらないと、一度こういう枠をつくってしまうと、今度、

この枠を外すのが非常に大変になる。そういう状況になるので、安易にプラスしてリスク

情報を使っていくというやり方を取ると、ほとんど使えない状況に陥ってしまう。そこは

すごく気をつけてほしいなと思います。

それと、同じページの上に「リスク情報を活用しても実態が変わらない」という表現が

あるんですが、これは正直言って、どういう意味か、私は全く理解できなくて、むしろリ

スク情報をどういうふうに使うのかという目的が明確になっていないから実態が変わらな

いんではないか。だから、目的をもう少しきちっとして、こういうところにリスク情報を

使えば、どういう効果があるのだということがはっきり伝わらないから、多分、実態が変

わっていかないのだろう。

そういうことができないのには何か理由があるはずなので、そこをきちっと考えないと、

いわゆる課題に関しては解決ができないのではないかと思っています。したがって、この

検討会でも、こういう問題意識というか、課題が提出された以上、これはあくまでもここ

の中である程度議論して、それなりの答えを見つけてあげるというか、そこまである程度

持っていかないと、今後進まないのではないかという気がしますので、是非入れるべきだ

と思います。

それと、もう一点、技術的な話で質問したいのですけれども、４ページにトラブル発生

時のリスクへの影響評価というのがあるのですが、これはアメリカの前兆事象評価とアプ

ローチが似ているようで似ていないというか、ちょっと違うなというイメージがあるので

すけれども、いかがなんですか。

○山口主査 では、宮田委員、お願いします。

○宮田委員 前兆事象評価の場合には、多分、その事象が起きたときに、さまざまなプラ

ント状態をしっかり全部チェックして、それのアズイズの評価をやっていくということだ

と思います。考え方としては同じなのですけれども、ただ、そこまで厳密なことはやって

いなくて、今のＰＳＡモデルも、例えば、先ほど御紹介しましたけれども、炉心スプレイ

が故障しましたという、そこだけをとらえて、その故障確率を１にしてやって評価をした

と、その程度のものです。本当はＡＳＰみたいな形で、もっと厳密にやっていく方がいい

のかもしれないですけれども、まだそこまでの取り組みにはなっていないという状況です。

○山口主査 渡辺委員の前半の方は御意見として伺って、今、基本的考え方を見直すとい

う話と、そこの中にも規制資源の有効活用という話はありますので、多分、その基本的考

え方の議論の中で、今の渡辺委員の御指摘とかは是非反映していただきたいと思います。

では、ほかに。

どうぞ、野口委員。

○野口委員 この報告を聞かせていただいて、私は、リスク情報をこれから活用していこ

うとするときに、いろんな課題を非常に良くまとめていただいていて、本当にありがたい
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報告だと思いました。２人の委員と私もほぼ同じ意見でございますが、９ページの「技術

的課題」の下から２番目の○の「モデル等の改善によるリスクの変化を個別活用へ反映す

ることの考え方の明確化が必要」と書いてあるところが、先ほどのお２人の委員と関連し

て非常に重要だと思っていまして、リスクマネジメントをやっている立場からすると、モ

デルとかデータの改善が結果を変化させるのは当然のことで、逆にそうでなくてはいけな

くて、どんどん進化していくということが必要だと思っています。

ただ、それが活用に大きな影響を及ぼすということが、どういう影響かというのが非常

に問題です。往々にして、リスク情報は、精度を上げるというところに関して議論がある

んですが、ただ、その途中経過のところで、どういうふうに順次活用をしていくかという

活用方法の議論を併せてやることが非常に重要だと思っています。

当然それをおわかりで書いていらっしゃると思いますけれども、リスク情報の信頼度に

よって、この程度に使う、この程度に使うという考え方は当然ありますし、日本と海外の

リスク評価を見たときに、比較的違うなと思うのは、どうしても日本の場合は平均値一本

で結果が出る場合があって、海外の場合は、日本も大分出てきましたけれども、分散とい

うものを考えていて、平均値と信頼度を分散であらわすというものの中で取扱いを決める

やり方等もあって、精度と活用の関係という、これは１つのメインテーマかもしれません

が、その御示唆をいただいたというふうに考えております。

○山口主査 ありがとうございます。

今の分散の話は日本でも考慮はされていると思うのですが、今、いろいろいただいた御

意見は、事業者における取り組みというより、次の実施計画を議論するときのいろいろな

御意見をいただいている状況になりつつあるかなと思います。課題として今日御説明あっ

た点は、多々御意見あろうかと思いますが、その辺は次の実施計画の辺りでもいろいろ議

論できると思いますので、事業者の取り組みというところで、何か御質問とか、もしあれ

ば。

では、井川委員。

○井川委員 １点御質問したいのですけれども、１５ページにアメリカの例を参考で紹介

されていて、アメリカでは、こういったリスク情報を活用したメンテナンスをやることに

よって、ここにあるとおりスクラム率が下がっていますよというのはよくデータとして出

てくる例なのですけれども、私の理解が正しければ、日本はよくパフォーマンスで非常に

低いと。つまり、決定論でやってきた日本は、実はアメリカに対して、たしか３分の１ぐ

らいだったと思いますけれども、１つの炉当たりのスクラム率というのはすごく低い。稼

働率が低いという批判はあるけれども、一方で、スクラム率とか見ると、非常に安全率が

高いということが言われて、事業者もたしかそういう形で宣伝をされているような気はす

るんです。そうしますと、リスクを導入したからといって、スクラム率が本当に現状のま

ま維持できるのかどうかよくわからないので、そこを聞きたいなと思って、アメリカが下

がったとはいえ高止まりしている理由は一体奈辺にありやというのをお伺いしたい。
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何でこんなことを申し上げているかというと、リスク情報を活用して、いろんなところ

を合理化して、これが稼働率につながるかというと、日本は、例えば、スクラム率が上が

れば、当たり前ですけれども、地域との関係等があって、日本の場合、運転再開に厄介な

ことが起きたりして、結果として稼働率が落ちてしまったみたいなばかげた話になりかね

ないかもしれない。つまり、最終的なリスクは押さえ込んでいるかもしれないけれども、

途中でスクラム率が上がったりして、逆に稼働率が落ちましたみたいなばかげた話になら

ないのかということもこれありで、アメリカのスクラム率が日本から見れば高止まりして

いる理由というのは奈辺にありやというのは、御意見をお伺いしたいなと思います。

○山口主査 日本とアメリカとの比較がリスク情報を活用しているか、していないかの比

較で、それがスクラム率とダイレクトに関係しているという理解は恐らく正しくなくて。

○井川委員 まさにそう思っているのですけれども、つまり、基のいろんなところが違っ

て、メンテナンスの考え方とか、いろんなものが違って、しかも経年とか、いろんな問題

があると思います。それと、小規模な炉が多いとか、いろんな事情があるのだと思います。

会社の運営とか、いろんなことがあるんだと思うんですけれども、そういったことを分析

した上で、アメリカのリスクの考え方を日本として活用を考えないと、本当にうまくいく

のかなと心配な気もし、そのお考えというか、説得力というか、こういうのを導入すると

きの、どういうお考えをお持ちなのかなと。このデータを紹介するだけだと、かえって逆

に疑念を生みかねない恐れもありかなと思い、御意見をお伺いしたいなと、こういうこと

なのです。

○山口主査 リスク情報を活用することによって効果がどう出るかという話は多分、御理

解いただいたところで、その上で、日米でなぜ違うのかというのは、もしコメントありま

したら、お願いします。

○宮田委員 日米では、保全のやり方がそもそも大分違って、アメリカでは、どっちかと

いうと壊れたら直すぐらいのイメージの保全をかつてやっていた。そういうことに対する

問題意識が非常に高まってきたということで、このメンテナンスルールが導入されてきて

いるわけです。同時に、リスク評価もそこに入れる形で、運転中の保全もできるような形

にしてきた。いろんな効果が入っています。私は、日本でもこれと同じになりますよとま

では言い切れないと思っているのですけれども、誤解を招いたようであれば申し訳ないん

ですけれども、そういう違いはあると思っています。日本で運転中保全を導入して、これ

と似たような効果が目に見える形でどかんと出るかというと、そこまでは出ないと思って

いるんです。ただ、運転中保全をやることによって、今、停止中に集中的に作業している

ようなことの作業環境をよくするとか、いろんな効果が出てくると思っていますので、そ

ういう意味では、当然、何かしらメリットは出てくると考えています。

○山口主査 平野委員、いかがですか。

○平野委員 前半の「自主的・個別的な取り組み」のところなんですけれども、私は、前

にも発言しましたとおり、事業者の活動というのは、要するに、リスク情報活用に向けた
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事業者の自主的な取り組みというのは大変重要なものだと考えています。例えば、３ペー

ジの停止時のリスクのモニタを見ますと、日々、リスクがどういうふうに変動しているか

を見ながら、リスクが高い場合には多くの注意を払っていく。よりリスクの高い活動に多

くの資源を投入するというリスク情報活用の考え方そのものなわけです。ただし、この場

合、リスクの変動が非常に小さいので規制にかかっていないというだけの話で、こういっ

た考え方の延長上に規制に関わる意思決定にリスク情報を活用していくと。そういう方向

に進んでいくということで、こういった活動を積み上げていただいて、リスク情報活用の

ベースをつくっていただくという意味で、非常に重要な活動を紹介いただいたと感じてい

ます。それが１点です。

もう一点は、５ページ、ちょっと具体的なんですけれども、リスク情報活用の１つの方

向性として、不必要な安全余裕を削減して、より合理的なものにしていく。そうすると、

ΔＣＤＦは若干増えるかもしれないけれども、そちらの方を選択するというのが、多分、

左側の図だと思うのです。そのときに、口頭でおっしゃられたのですけれども、ＰＬＲ－

５ａとか５ｂの辺りに資源を投入すると、ここが減るかもしれない。全体とすれば、もし

かしたら減るかもしれないと、そういうことを口頭で言われたのですけれども、その論点

は非常に重要だと私は思っているんです。

今までのリスク情報活用の議論というのは、不必要な安全裕度の現象だけをちょっと強

調し過ぎて、ΔＣＤＦが小さいから、そういうものを供しましょうということだけだった

んですけれども、口頭で言われたところも重要で、実は、もう少し資源を投入して、規制

といいますか、安全を強化しなければいけない部分もあるわけで、そこを投入して、そこ

を下げてあげる。それの両方がリスク情報活用なので、そこの部分を是非強調して、口頭

で言うだけではなくて、そこも入れてほしい。それは多分、事業者のコミットメントにな

るところなのですね。ですから、非常に重要かなと。実は、この視点というのは米国の規

制指針の１.１７４にも書いてあることなので、視点としては重要かなと思いました。

以上です。

○山口主査 ありがとうございます。

ほかのところでは、緩和するところと強化するところと両方バランスを取ってというお

話をされているので、多分、意識としては十分お持ちなのだと。

どうぞ。

○宮田委員 実は、この左下の図は、もともとはもう一つ棒グラフがついておりまして、

ＰＬＲ－５ａみたいなところの検査を強化したらばどうなるかというのもあります。そう

すると、結果は、Δがマイナスになります。それをお見せすることがここの趣旨に合うか

なと。といいますのは、要は、ゼロインクリースでないとだめですという議論になってし

まうのを恐れたところがありまして、あえて次のところは書かなかったというのが実態で

す。

○平野委員 一言言わせてください。そうではないということを今、私は言いたいという
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ことで、是非そういうところも議論した方がいいのではないかと思います。

○山口主査 貴重な御意見いただきまして、ありがとうございます。

ほかにもし御質問とかございましたらお願いしたいのですが。

どうぞ、阿部委員。

○阿部委員 まず、産業界の方から、リスク情報の活用について、こういう公開の席で、

こんなふうに考えてはどうかというような意見がはっきり出てきているということを歓迎

したいと思っています。

その中で、こんな形のリスク情報活用をやられては困るという話も非常にはっきり出て

いるわけです。多分、それの典型が、さっき出ていた１７ページの図だと思うわけです。

１７ページの図は参考で出ていますが、これのミスユーズみたいなことを御指摘なさって

いるのだと思います。実は私、ちょうど４年くらい前に事務局にいたときに、これを使っ

て安全委員会の安全研究フォーラムでしゃべりまして、こういうリスク評価の結果と、決

定論的な重要度分類の図はあるけれども、４つに分けて、単純に右上を強化すればいい、

右下を軽減すればいいというものではない。方向性はそのとおりだけれども、どうやって

具体的にやっていくか、それは全部一遍にやるわけにもいかないから、プロセスの問題な

どもあるわけです。そういうことについて、包括的な提案をしないと多分うまくいかない

と思っているわけです。それについては、今、安全上重要なものだけ強化するのだという

ところに走っているというのは、この間のジェイリックでも、そんなのはリスク情報の活

用ではないと非常にはっきり申し上げましたし、産業界の方からも、より具体的な提案と

して、こういうものがこんな原則で、それから、こういうプロセスで変えていったらいい

のではないかというような提案まで出していただくようなことがあったらいいかなと思っ

ています。

以上です。

○山口主査 ありがとうございました。

それでは、もしよろしければ、ちょっと時間をオーバーしていますので、次の議題に移

りたいと思いますが、よろしいでしょうか。それでは、どうもありがとうございました。

続きまして「原子力安全規制への『リスク情報』活用に関する実施計画について」御説

明いただきたいと思います。前回の検討会で原子力安全規制のリスク情報活用の実施計画

骨子案を御説明いただきました。実施計画作成に当たって、各委員からいろいろ御意見を

いただきましたので、本日はリスク情報活用の実施計画案を資料でお配りいただいている

と思いますので、そちらを事務局から説明していただきまして審議をお願いしたいと思い

ます。では、事務局の方でお願いいたします。

○大島統括安全審査官 原子炉安全基盤課の大島でございます。

それでは、資料１５－２でございますけれども、実施計画について説明をさせていただ

きます。その前に、ハードファイルの方に机上配付資料といたしまして参考資料を載せて

いただいていますけれども、その資料の５番目のところが、これまで我々が取り組んでき
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ておりました、原子力安全規制へのリスク情報活用の当面の実施計画という形で、平成 17

年に策定をさせていただきまして、平成１９年に一部改訂をさせていただいておりました。

１枚めくっていただきまして、目次がございますけれども、全体の経緯、目的、基本的

な方針、そして個別の実施計画ということで、具体的には、この資料の６～７ページ目以

降に各個票という形で実施計画を入れさせていただいておりました。今回、この当面の実

施計画を全面的に見直すということで、本日、資料１５－２で「原子力安全規制への『リ

スク情報』活用に関する実施計画」という形で、まず「当面の」を除かせていただいてお

ります。

それから、クレジットといたしましては、保安院と原子力安全基盤機構（ＪＮＥＳ）の

連名という形にさせていただいてございます。

１枚めくっていただきまして、目次でございますけれども、最初のところにこれまでの

経緯と、この実施計画を策定するに当たっての基本方針という形になってございます。そ

の後に、個別施策という形で６ページほど書いてございますけれども、こちらは全体とい

たしましては方針的なものを書くということで文章化をしてございます。その後に別添と

いう形で、前回の実施計画となっている部分が事実上ここにくるわけですけれども、個別

の施策について、詳細なものという形で入れさせていただいてございます。本日は時間の

都合がございますので、全体の方針という意味で、１～８ページ目までの本文のところに

ついて説明をさせていただきたいと思ってございます。

まためくっていただいて恐縮でございます。１ページ目でございます。１番目に「これ

までの経緯」ということで、これは説明をくどくど言う必要がないかと思いますけれども、

平成１７年以降、基本的な考え方、それから、当面の実施計画をまとめて、具体的な取り

組みというものを保安院、ＪＮＥＳで進めてきているところでございます。

一方、昨年２月に基本政策小委員会で課題の整理という形でまとめさせていただいたこ

とを受けまして、まさにこの検討会を９月に再開をさせていただきまして、既に本日で４

回目の議論という形になってございます。

それから、この検討会で、我々保安院、ＪＮＥＳの活動をいろいろ報告させていただき

ましたし、また、事業者、それから、日本原子力学会、日本原子力技術協会からも、いろ

いろな取り組みを確認していただいた状況でございます。

それらの状況を踏まえまして、今回、もともと平成１７年に策定をいたしました当面の

実施計画を全面的に改定するという位置づけにしてございます。

２番目に「実施計画策定に当たっての基本方針」でございますけれども、冒頭にリスク

情報の活用の一般的な考え方を書いてございます。これは基本的考え方にも書いてあるも

のでございまして、科学的合理性、整合性、透明性の向上、資源の適正配分を図る上で有

用な手段の１つであるということから、保安院、ＪＮＥＳが安全規制の中でリスク情報の

活用範囲を拡大する観点から、この実施計画を策定するというものでございます。

それから、この実施計画の対象範囲でございますけれども、もともと定めさせていただ
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きました基本的な考え方に従いまして、保安院が規制責任を有する原子力施設全般という

形で、すべての範囲を入れさせていただきました。また、対象の期間でございますけれど

も、来年度から５年間の計画という形で作成をさせていただいてございます。

また、策定に当たりましては、いわゆる安全研究計画というものと密接に絡むものがご

ざいますので、そちらの方との整合を図りながら、保安院とＪＮＥＳが実施すべき活動を

整理をいたしまして、また、先ほど申させていただきましたとおり、詳細な内容につきま

しては、別添という形で添付をさせていただいてございます。

それから、実施計画の今後でございますけれども、毎年度末に実施状況をこの検討会の

場に報告をさせていただいた上で所要の見直しを行うこととしてございます。ただ、先ほ

どの議論にもありましたとおり、次回以降、基本的な考え方、２つのガイドラインという

ものの見直しがございますので、その見直しを受けて、特に必要な部分の改定があれば、

それは来年度の途中でも見直しをさせていただきたいと思ってございます。

続きまして、２ページ目の「個別施策」の部分について説明をさせていただきます。今

回、平成１７年、平成１９年一部改訂から大きな改訂になったということで、それぞれの

項目立てを「これまでの実施状況及び実施結果の評価」と「今後の対応方針」という大き

く２つのパーツに分けさせていただいてございます。

また、これまでの実施状況でございますけれども、これは昨年度のみならず、平成１７

年からのこれまでの取り組み状況ということで、再開をさせていただきまして、１回目、

２回目に保安院、ＪＮＥＳから報告させていただいた、これまでの約６年にわたる取り組

み全体を網羅させていただいたということでございます。

ポイントを絞って説明をさせていただきますけれども、１番目の「発電炉分野」のうち

の「設計審査分野」でございます。これまでの実施といたしましては、いわゆる決定論的

な手法による審査を行ってございまして、リスク情報を安全審査に直接、本格的に活用す

る段階には至っていない。しかしながら、設計審査の分野に活用するための基盤の整備は

着実に進んでいて、保安院、ＪＮＥＳとして、例えば、原子力発電所の安全に関わる設備、

機器に対して、リスク情報を活用した重要度の評価というものを実施して、その妥当性を

確認するというような取り組みを進めていたわけでございます。

また、耐震につきましては、御承知のとおり、新耐震設計審査指針の改訂がございまし

たので、それに伴う作業といたしまして、地震ＰＳＡに絡む部分として、ＪＮＥＳのデー

タベースでありますとか、評価モデルというものを整備をしておりまして、当初計画をし

ているとおりに実施をしてきているという認識でございます。

また、工事計画の認可・届出については、代表プラントを使いましてリスク情報を活用

して、その記載事項が適切かどうかという確認をしているということでございます。

今後の対応方針でございますけれども、全般といたしましては、安全審査部分につきま

しては、ＩＡＥＡを初めとする国際機関でございますとか、欧米各国での取り組みも進め

られてございます。これにつきましては、次回以降、状況を報告させていただきたいと思
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いますけれども、そういう国際的な動向を踏まえて、設計審査の部分における活用方策に

ついて検討を進めていきたいと思ってございます。

具体的には、まず、耐震の部分につきましては、残余のリスクの評価というものがござ

いますので、それについて事業者の実施状況をレビューするということで、必要なデータ

ベースの整備、評価モデルの整備をＪＮＥＳにおいて行いたいと思ってございます。

それから、いわゆるシビアアクシデントについては、既に基本政策小委員会の提言を受

けまして、シビアアクシデントの対応について、国際動向を踏まえて、規制制度の中での

位置づけ、それから、法令上の取扱いというものについて検討を開始することになってご

ざいますので、そちらの状況も踏まえまして、当然ＰＳＡの活用という形になりますので、

そういう部分での基盤の整備を進めていかなければいけないということで、また後ほど基

盤整備のところで触れさせていただきたいと思います。

それから、２番目の「検査・運転分野」についてでございます。冒頭では、いわゆる検

査についての考え方を述べさせていただきながら、御承知のとおり、新検査制度を取り入

れてきているということで、３ページ目に続きますけれども、新検査制度の中で、保全プ

ログラムに基づく保全活動の検査、安全確保上重要な行為に着目した検査を実施してござ

います。こういうものについて、着実に活動が進んでいるというふうに認識をしてござい

ます。

具体的には、①～⑤までのところについてまとめさせていただいてございますけれども、

前回までいろいろ報告をさせていただいた中の話でございます。

１番目、保全プログラムに基づく保全活動については、保全重要度、保全活動管理指標

の設定に当たってＰＳＡを使っているということで、本日、宮田委員から説明をしていた

だいた中にも書いてあったとおりでございます。

それから、②安全確保上重要な行為に着目した検査制度の中では、リスク情報を参考と

いたしまして、保安検査で対象とすべき活動を抽出いたしておりまして、具体的に実用炉

規則の改正に役立てているという状況でございます。

それから、③安全重要度、安全実績指標の総合評価でございますけれども、これも前々

回ですか、説明させていただきましたけれども、昨年から保安活動総合評価をしてござい

まして、いわゆるＰＩ－ＳＤＰ評価の中でリスク情報を活用しているということで、こち

らにつきましては、昨年度から３年間、試験的運用という形で続いているところでござい

ます。

それから、④保安規定記載事項の妥当性評価でございますけれども、いわゆるＡＯＴ、

許容待機除外時間について、ＪＮＥＳにおいて代表プラントの非常用ディーゼル発電機、

それから、非常用炉心冷却設備を対象とした評価を行って妥当性を確認をしているところ

でございます。

それから、⑤定期安全レビュー、ＰＳＲでございますけれども、先ほど宮田委員の説明

の中に入ってございましたけれども、ＰＳＲの中でＰＳＡを使うことを保安院といたしま
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して推奨してございまして、次のページに続いてございますけれども、ＪＮＥＳの検討結

果についても、炉小委の下の総合予防保全ＷＧでの議論に活用させていただいたというこ

とでございます。

今後の対応方針でございますけれども、特に検査・運転という部分について、リスク情

報を活用することによって、科学的合理性の向上が一層見込まれる分野だと思ってござい

ます。そのため、先ほど電事連の方から説明あったとおり、事業者の取り組みを踏まえま

して、安全規制として必要な取り組みを進めていきたいと思ってございます。特に運転管

理、保守管理の部分について、積極的に取り組んでいくということで説明を受けましたの

で、安全規制の観点から必要な取り組みを着実に推進していきたいと思ってございます。

項目といたしましては、次の①～⑤まで書いてございます。時間の都合で細かいところ

は割愛させていただきますけれども、①保全重要度、保全活動管理指標については、引き

続き評価の信頼性向上という観点から、ＪＮＥＳにおいて評価手法の改良というものを使

っていきたいと思ってございます。

それから、２番目の安全重要度、安全実績評価の部分でございますけれども、これは先

ほど言いましたとおり、試験的運用、３年間となってございますので、その中でしっかり

と知見を蓄積していきたいと思ってございます。

それから、３番目、保安規定記載事項の妥当性評価でございますけれども、こちらは事

業者から説明があったＡＯＴの妥当性の評価に関する手法の確率が必要だと思ってござい

ますし、具体的に運用するに当たっては、その妥当性確認の具体的実施手順を定めたガイ

ドラインの策定をする必要があるであろうと思ってございます。

それから、４番目、いわゆる運用中保全、オンラインメンテナンスでございますけれど

も、これについては、何度か御紹介させていただいておりますけれども、原子炉安全小委

員会の下の運転管理ＷＧで検討を行ってございます。そちらについては、引き続きＷＧで

の検討を踏まえつつ、運転中保全を実施するに当たっての安全性を確認すべき項目及びそ

の評価手法、それから、判断基準を検討する必要があるであろうと思ってございます。

それから、次のページに行っていただいて恐縮でございます。５ページの⑤で、供用期

間中検査、先ほどありましたとおり、ＲＩ－ＩＳＩでございます。配管についての供用期

間中検査の手法ということで、現在は日本機械学会の維持規格をエンドースをすることに

よって、供用期間中検査の頻度を定めてございますので、まず、全体としての導入の検討

状況を踏まえて、機械学会の維持規格の中にＲＩ－ＩＳＩの規格を策定するということで

検討が始まりましたので、そちらの検討にも参画しながら、具体的なエンドースという方

向に向けた整備を進めていきたいと思ってございます。

ここまでがいわゆる発電炉でございます。

それから、２番目は「核燃料サイクル分野」でございます。こちらも前回まで説明させ

ていただきましたけれども、特に加工の部分につきましては、統合安全解析と言っており

ますけれども、ＩＳＡ手法の整備を進めてきておりまして、これについて更に進めていく
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必要があるであろうと思ってございます。

また、その次のパラグラフでございますけれども、再処理施設については、ＪＮＥＳに

おいて再処理特有の内的事象を対象としたＰＳＡの試解析というもの、それから、原子力

機構の東海再処理施設の保全データを活用した機器故障率の算出といったものを進めてご

ざいます。

それから、その下に行きまして、今後の対応方針でございますけれども、この加工施設、

再処理施設以外の保安院が規制を行っている中間貯蔵でありますとか、放射性廃棄物の管

理、埋設施設などにつきましては、基本的考え方でも示してございますけれども、産業界

を含めた社会のニーズも踏まえた形で、リスク情報を活用するに当たっての重要性、緊急

性、実現可能性の評価、検討を行って、その結果を受けて具体的な取り組みを進めていき

たいと思ってございます。

個別事案として、燃料加工施設については、先ほど言ったようにＩＳＡをとり進めてい

くこと、次に、６ページになりますけれども、特にＭＯＸ燃料加工施設については、具体

的なＩＳＡ手順の整備を進めていきたいと思ってございます。

それから、２番目の再処理施設につきましては、先ほどいろいろなモデルの整備を説明

させていただきましたけれども、それを継続的に進めていきたいと思ってございます。

３番目、その他の施設につきましては、先ほど言ったように、必ずしもすべて取り入れ

ていくという状況ではございませんので、国際動向等も調査をした上で、活用を進めるに

当たっての考え方を整理したいと思ってございます。

ちなみに、放射性廃棄物処理・処分の分野につきましては、いわゆる発電炉におけるＰ

ＳＡではないですけれども、事業者がセーフティケースなどの評価をすることになってお

りますので、そちらについての取り組みをＩＡＥＡ等の検討も踏まえて進めていくという

ことを考えてございます。

それから、３番目の「事故故障対応・防災分野」でございます。事故故障対応でござい

ますけれども、これはＪＮＥＳで、いわゆるクリアリングハウスという枠組みを構築をし

ながら進めてございます。特に前兆事象評価、いわゆるＡＳＰ評価の適用に当たった枠組

みの検討を進めてございます。

それから、その次のパラグラフでございますけれども、シビアアクシデント対応のうち

のいわゆるアクシデントマネジメント策でございます。こちらについては、事業者の自主

的な対応ということで、保安院として整備を推奨してございますけれども、それに伴った

民間規格の策定等が着実に進められているという認識でございます。

今後の対応方針でございますけれども、先ほど言いましたとおり、クリアリングハウス

機能については、ＪＮＥＳで更に継続的な施行を進めてございますし、また、リスクトレ

ンド分析というものをある程度取り入れられないかということで検討を進めていきたいと

思ってございます。

その次の７ページ目で、アクシデントマネジメント策につきましては、引き続き事業者
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が行う内容について確認を行っていきたいと思ってございます。

それから、４番目の「基盤整備、人材育成」でございます。これは以前の実施計画では

基盤整備のみになってございました。今回は人材育成も特出しをする形で項目を立てさせ

ていただきました。これまでの基盤整備の状況でございますけれども、これも説明させて

いただいておりましたけれども、原子力学会の方で必要な標準を整備していただきました。

また、事業者、ＪＡＮＴＩにおいて、いろいろな事故故障率の算定がＮＵＣＩＡ等で行わ

れているという状況でございます。また、モデルの構築という部分につきましては、ＪＮ

ＥＳにおいて、火災ＰＳＡなどの手法の開発を行っているという状況でございます。

今後の対応方針でございますけれども、先ほどの議題の中でも話がございましたけれど

も、基本的な考え方、それから、２つの基本ガイドラインが試行版という形になってござ

いますので、これについては、これまでのリスク情報の活用の経験を受けて必要な見直し

と、具体的には、特にガイドラインについては試行版の試行版というものを取りたいと思

っておりますし、基本的考え方という部分については、本日、事業者からも課題という形

で出されましたので、その課題を解決するための必要な見直しを進めていきたいと思って

ございます。

それから「また」以降でございますけれども、リスク情報を活用するに当たって必要な

民間規格、原子力学会の規格でございますけれども、それについては、見直しを行った基

本的な考え方、それから、２つのガイドラインに示す規制要求に適合するかどうかの評価、

いわゆる技術評価と言ってございますけれども、それをＪＮＥＳが行い、保安院が規制上

の位置づけを明確にしたいと思ってございます。

それから、その他のＰＳＡ手法の開発については、ＪＮＥＳにおいて、安全規制として

必要なものを中心に行っていきたいと思ってございますし、最後の「また」以降でござい

ますけれども、ＪＮＥＳにおいて、諸外国、それから、ＩＡＥＡでも規格基準の策定とい

うものがありますので、そういうものについての動向調査をするとともに、基準等の策定

に積極的に参画をしたいと思ってございます。特に諸外国という部分については、できれ

ば来年度早々にでも、ヨーロッパ、フランスでありますとか、イギリス等々の状況をしっ

かりと確認をしていきたいと思ってございます。

それから、８ページ目、人材育成についてでございます。こちらについては、書いてあ

るとおり、保安院といたしましては、ＪＮＥＳの技術的な支援を受けて必要な活動をして

きているところでございますけれども、特に知見の蓄積のみならず、人材育成というもの

が重要でございます。このため、保安院といたしまして、リスク情報の活用でありますと

か、ＰＳＡ手法等に関する研修を来年度、初めてで恐縮なのですけれども、できれば年２

回行いたいと思ってございます。

最後に５番目の「ステークホルダー・コミュニケーション」でございますけれども、こ

れまでの実績という形では、平成１７年以降、シンポジウム等々を行っておりますし、こ

れも前回説明させていただきましたけれども、原子力安全規制情報会議という場で行いま
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した。

今後の対応方針でございますけれども、大きく２つあると思ってございます。１つは、

この場も含めてですけれども、保安院、ＪＮＥＳ、事業者との間で、課題の検討でありま

すとか、その対応に関して、情報の共有化、意見交換というものを積極的に行っていきた

いと思ってございます。また、国民とのコミュニケーションという部分につきましては、

安全規制の中でリスク情報を活用する意義、位置づけというものを明確にしながら、丁寧

な説明を行うことが重要であると思ってございますので、保安院の既存のいろいろな情報

発信ツールとか、意見交換の場というものがございますので、その中で行っていきたいと

思ってございます。

長くなって恐縮ですけれども、説明は以上でございます。

○山口主査 ありがとうございました。

それでは、御質問や御意見をお受けいたします。いかがでしょうか。

神田委員、どうぞ。

○神田委員 ２か所なのですけれども、基本的には同じことなのですが、まず、２ページ

の「設計審査分野」ということで、耐震審査指針の改定に伴いということですけれども、

ここでもう一つだけつけ加えておいていただくといいのではないかと思うのは、設計用の

基準地震動を策定することが基本的にはかなり決定論的な形で行われているけれども、基

準地震動を年超過確率の参照という形で確率的な位置づけを明示するということが審査指

針にうたわれて、それが既に実施されているわけです。そのことをここに書いておいてい

ただくといいのかなと思いました。

それは、今後の対応方針の中でそういうことを受けて、そもそも審査指針の議論のとき

にも、現実にどの程度の確率であるかということについての情報が不十分であるというこ

とが、なかなか確率的な評価、あるいはリスクを生かした設計に踏み切れなかった理由だ

ったということもありますので、今後の対応のところで、設計段階での安全目標水準の設

定といいますか、目標水準を設定した上で、確率的な立場から情報を十分反映して基準地

震動を定めるという方向に持っていくことが望ましいと思うのですけれども、そういう安

全目標水準の設定のための検討とか、更には、それも社会的な合意が必要なので、社会的

合意に向けての継続的な活動といいますか、そういった部分を対応方針のところに書いて

いただくと、うまく対になるのかなと思いました。

それと関連して、この前もこの委員会の場で申し上げたと思うのですけれども、８ペー

ジの５番目に「ステークホルダー・コミュニケーション」とあって、これはいわゆるリス

クコミュニケーションとか言われている内容の事柄だと思うのですけれども、今後の対応

方針の中で、実際、こういった形のコミュニケーションが、特に事業者などでも積極的に

行われるようになってきているという状況はあると思うのですが、コミュニケーションと

いうのは、単に一方的な情報伝達ということでは不十分だと思うのです。理想を言えば、

社会的な合意の下に、どのぐらいの安全水準にするかということを決めるわけで、そうす
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ると、規制の在り方も、周辺住民とか、国民が合意する形で行うのだということだと思う

のです。そうは言っても、そんなことをしていたら議論だけになってしまうのですが、た

だ、一方的な説明だけではなくて、国民の議論が安全規制の決定とか、合議とかいうとこ

ろに何らかの形で寄与し得るのだという状況を少しずつでもつくっていくことが大切では

ないかと思うので、このまま読むと、何か説明をすればいい、一方的に伝えるというふう

にも読めるものですから、その辺り、表現も、それから、方向も含めて追記していただい

たらいいと思いました。

以上です。

○山口主査 ありがとうございます。

これは御意見として伺って、今度、改訂のときに反映していただくということでよろし

いですね。

○大島統括安全審査官 必要な反映をさせていただきたいと思います。

○山口主査 ほかに、御意見、御質問。

佐治委員。

○佐治委員 今の御説明の中では省略されていたので、質問するのが適切かどうか、ちょ

っと気にはなるのですけれども、後ろの個別の施策につきまして、もしここでお答えいた

だけるのでしたらば、ちょっとお伺いしたいと思ったのです。質問は２点ございます。

１つは、「設計審査分野」のところの今後の対応方針、２ページ目に書かれている中で

の後半部分のシビアアクシデントです。これはほかのところで検討が進んでいると書いて

おられますけれども、この場において検討することを考えておられるのかどうか。先ほど

の個別施策の中では取り上げられておられませんでしたので、その御予定があるのかどう

かということが１点。

もう一つは、基盤整備のところで、７ページの今後の対応方針の真ん中辺りに、民間規

格については、規制要求に適合するかものかどうかの評価をＪＮＥＳが行い云々と書かれ

ておりますけれども、やはり個別の予定の中には入っていなかったので、やられるとは思

うのですけれども、なぜ抜けていたのかよくわからなかったということが２点目です。

３点目は要望なのですけれども、今後、毎年見直しを行っていくということを先ほどお

っしゃっておられましたが、こういう個別の施策のスケジュールを拝見いたしますと、棒

がずっと５年間、べたっと引いているという感じで、年度ごとに、どういう目標というか、

マイルストーンみたいなものが実際には必要になってくると思うんで、もう少し細かな目

標を実際に始めるに至っては設定いただければよろしいかなと思いました。

以上でございます。

○山口主査 ３点目は御要望ということですが、１点目、２点目につきまして、お願いい

たします。

○生越原子力安全技術基盤課長 それでは、１つ目に御質問いただきましたシビアアクシ

デントの検討でございます。先ほど説明でもございましたように、昨年２月からの規制課
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題ということで、事務的にはいろいろな調査検討を進めているということでございまして、

あと、こういったことを踏まえまして、実際にどういった場で、そういったことについて

御議論、御審議いただくかということにつきましては、もう少し事務局で検討させていた

だきたいと思ってございます。

○大島統括安全審査官 ２点目の技術評価についてでございますけれども、民間規格の技

術評価については、別途、ＪＮＥＳの中に技術評価を行う委員会を設置させていただいて

おりまして、そちらの方で技術評価書の審議をしていただくという形になっています。そ

の審議をしていただいた結果については、このリスク検討会において報告、審議をしてい

ただいて、最終的にはＮＩＳＡとして法的な位置づけ、多分、内規の発出という形になる

と思いますけれども、そういう手続を進めさせていただきたいと思ってございます。

○山口主査 ほかには。

野口委員、どうぞ。

○野口委員 １点は確認も込めた質問と、あと、３つ要望をさせていただきます。

まず、確認を込めた質問なんですけれども、今回、いろんな施設が目配せできているん

ですけれども、輸送は対象にならないということでいいんでしょうか。前も質問して、そ

うだと言われた気がするのですけれども、標題が「原子力安全規制」と書いてあるので、

その点が１点、質問です。

あと、要望は３つありまして、１点目は、基本方針の中に書き込んでいただきたいこと

に、これは個別政策の中に全部入っているのですけれども、「国際動向と連動して」とい

う、ことを基本方針の中に盛り込んでいただけないかということでございます。これが世

界の中の原子力という考え方の中では比較的重要だと思います。基本方針に足るべきこと

だと思います。これが１点。

それから、２点目は、基盤人材育成で、中に書いてあるようにも思うのですが、今回、

規制とリスク情報がかなり密に書かれているので、すらっと表面だけ読むと、規制に直結

するリスク情報の検証をやるというふうに見えてしまうんですけれども、私は、宮田委員

から今日御紹介があった、自主的な対応であるとか、こういう試みをやることによって関

係者がリスク情報に周知して、活用方法とか精度ということに注意する人材が多くなると

いうことが、リスク情報の安全規制の定着に非常に重要だと思いますので、そういう人材

を幅広く育成するためにも、事業者の方のいろんなリスク情報の自主的活用等に関して推

進するとか、推奨するとか、そういうことが基盤の中に入っていただけないかというのが

２点目。

３点目は、神田委員と全く同じ意見でございまして、コミュニケーションの中に丁寧な

説明を行うとともに、国民の声をよく把握しとか、意見を把握しとか、そこは是非入れて

いただきたいということでございます。

以上です。

○山口主査 ありがとうございます。
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では、輸送の方をお願いします。

○大島統括安全審査官 輸送でございますけれども、平成１７年５月に定めていただきま

した基本的考え方の中にも輸送というのは明確に入ってございます。ただ、具体的な活用

をどういう形で進めるのかというのは、もう少しお時間をいただいて、何をするのかを検

討させていただきたいと思ってございます。

あと、３つ御意見いただきまして、非常に貴重な御意見ですが、反映させていただきた

いと思います。

○山口主査 では、ほかにはいかがでしょう。

井川委員、どうぞ。

○井川委員 最後の国民のコミュニケーションのところで、ここに書いてある意義、位置

づけ等を明確にしつつというのは、これから明確にしてという意味なのだろうと思うので

すけれども、今までの議論を聞いていると、意義と位置づけがまだ明確ではないような、

それをどうやって国民に説明するのかなというのが非常にクエッションマークで、むしろ

ここはもう少し整理しないと、これは何を説明するのかわからない。過去の文章を見てみ

ても、意義と位置づけについて、国民向けに明確に書いてある部分が、私の不勉強のせい

か知らないのですけれども、見当たらないので、どうやって何を説明されるのかというの

が非常なるクエッションマークだということは、苦言というか、大丈夫ですかと。そこを

もうちょっと深く議論しないと、保安院において、例えば、定検期間の延長等、いろいろ

施策を取り組まれてはおられますが、そもそも論として、なかなか地域の理解を得られず、

一部でやっと始まりつつあるといった方がいいのでしょうか。ただ、なかなかこれも理解

が得られず、進まないという現状を踏まえると、今後の対応方針は抜本的に見直さないと、

コミュニケーション、国民からの意見をよく聞きというのも、何を聞くんだよ、そもそも

何を説明するんだよというところもはっきりしていないので、これは抜本的に見直さない

と空論になるのかなという心配をしています。

○山口主査 ありがとうございます。

意義、位置づけの話は、基本的考え方とか、そこで議論いただくとして、でも、今後の

対応方針として、意義、位置づけ等を明確にしつつというのはちょっとおかしいですね。

ここは、いただいた御意見を反映して修正していただきたいと思います。

ほかにはいかがでしょう。

どうぞ、堀池委員。

○堀池委員 今の議論と関係するのですけれども、もともとリスクの考え方というのは、

欧米流のプロジェクト管理の中で、リスクの部分だけを発達させてきたという歴史的なも

のがあって、多分、リスク管理というのは、原子力安全のリスク管理だけではなくて、何

か、物に対するプロジェクトのコストとか、工程が遅れるとか、運転中にいろいろ故障が

出るとか、もうちょっと広い意味で考えられたリスク管理というものが出てきて、その中

で常に中央値があって、それに対してプラマイ幾らの偏差があって、どれぐらいの範囲の
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リスクの確率なのですよというところで、割合柔軟に使われていると思うんです。

特に、従来、熟練労働者の頭の中で、経験で処理されていたようなことが全部コンピュ

ータのデータベースにどんどん移されていて、その中で、例えば、退職者が増えると失わ

れてきたような技術情報がちゃんとデータベース化して残っていって、ちゃんと科学技術

の発展に寄与しているのですよというふうな、リスク管理も含めた、そういう数値的な管

理手法というものが、産業の透明化と、例えば、設計とか、トラブル対応の時点で、こう

いう手段を取ると、より確率論的に、政府サイド、あるいはコストを下げるような安全サ

イドの決定ができますというふうな発展の仕方をしてきているので、全体に科学技術の発

展に対して、こういうことをやっていくことは、最終的に大きな利益になるんだというふ

うな、国民に還元できる利益があるんですよというふうなニュアンスがもう少し出ていれ

ば、今の井川さんのような質問がなかったんではないかと思って、ちょっとだけ意見を言

わせていただきました。

○山口主査 ありがとうございます。

実施計画に今の話を書くのか、ほかのところに書くのか、ちょっと微妙なところですけ

れども、御意見を承りたいと思います。

桐本委員、どうぞ。

○桐本委員 一連の井川さんの議論と重なるかもしれないのですが、リスク情報活用の意

義や位置づけを明確にするのは、ここで議論していただくことは必要だと思うのですけれ

ども、議論だけではなくて、基本方針の中に意義と位置づけを明確にして書き込むところ

まで持っていくべきだと思うのです。先ほどの宮田委員の説明から言っても、要はリスク

情報を進めること自体が目的化している。例えば、これまでの経緯の中の５行目で「一層

の活用に向けた」であるとか、あとは基本方針の中でも「活用範囲を拡大する観点から」

という書き方になっていて、では何でリスク情報を使うのだということがはっきり書いて

いないところが問題だと思うのです。ＮＲＣの委員長からも、日本の規制はよくわからな

いとコメント受けたりもしていて、個人的な意見になると思うのですが、リスク情報の活

用というのは、国民の安全を守るための観点からいって、規制のプロセスとか基準という

のが、第三者も含めて、非常に明確になってわかりやすいというところをはっきりさせる

のがリスク情報を使うための一番のメリットだと私は思うのです。なぜこれをコード化し

て日本の中で使っていかなければいけないのか、何でリスク情報がいいのかというところ

を是非基本方針のところではっきりと入れていっていただきたいと思います。

○山口主査 ありがとうございます。

今のも、基本的考え方と併せて反映させていただきたいと思います。

時間が少しオーバーしていまして、御発言、是非ということがありましたらお願いした

いと思います。

渡辺委員。

○渡辺委員 １つだけ、文章の問題なのですが、シビアアクシデント対応が２か所出てき
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ているのです。設計と事故のところと。こういう時期ではなくて、要するに、シビアアク

シデント対応を始めるのだったら、まとめて１つのテーマとしてやった方がすっきりする

と思うので、その辺、もう少し文書の形として、今の段階では、幸い、両方とも個票がな

いようなので、個票をつくるときに１つにして、どこかに置いていただいた方がわかりや

すいのではないかと思います。

○山口主査 最後のＡＭのところですね。

○渡辺委員 そうです。

○山口主査 ありがとうございます。

平野委員、どうぞ。

○平野委員 基本ガイドラインというのは２つあるんですけれども、それの記載が後ろの

基盤整備のところに行っているんですけれども、基本ガイドラインというのは、個別施策

の上に関わるものですね。そこが共通的な考え方を決める最も重要なところなので、それ

は前に出してもらって、Ⅲの「個別施策」というのは、それにぶら下がるものというイメ

ージだと思うんですけれども、そのイメージが出ていないんではないかなという印象を持

ちました。

○山口主査 わかりました。いきなり発電炉分野、核燃料サイクル分野と入るのではなく

て、その前に１つ、全体的なところを見るものがという。

○平野委員 それがガイドラインではないかと。

○山口主査 本間委員、どうぞ。

○本間委員 先ほどの「ステークホルダー・コミュニケーション」ところなのですが、ち

ょうど昨年の９月か 10 月にＮＲＣとＮＥＡのＣＲＰＰＨの共催で、緊急時管理、自己管理

のステークホルダーインボルブメントという会議に出席したんです。これは放射線防護の

分野ですけれども、90 年代当初から、ＮＥＡのＣＲＰＰＨでは、長いステークホルダーイ

ンボルブメントの取り組みがなされているのです。ここはすごく日本が弱いところだと思

うんです。リスク情報の活用に対するコミュニケーションという段階には私はまだないと

思うんです。リスクそのものについての認識から始めなければいけないところがあるんで

す。

ステークホルダーもさまざまで、ステークホルダーの定義というのは、ありとあらゆる

関係する人たちですから、まずは、先ほどの宮田委員の事業者と規制側のコミュニケーシ

ョンがこの場合、最も重要だと思うのですけれども、更にそれを広げていくという国民的

な視点があるわけです。この計画の中で、そういう諸外国の取り組みというのをまず勉強

する必要があるのではないか。それをコメントしておきたいと思います。

○山口主査 ありがとうございました。

その辺も少し書き込んで、最後の「ステークホルダー・コミュニケーション」のところ、

いろいろ御意見出たのは、恐らく対応方針がまだ成熟していない部分もあるのかなと思い

ます。
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それでは、貴重な意見をたくさんいただきまして、この資料をお持ちになって、もし追

加的なコメントがございましたら、是非お寄せいただきたいと思います。おおよそ１週間、

２月１８日ぐらいまでに事務局にコメントを是非お寄せいただきたいと思います。今日い

ただいたコメントと併せて、実施計画の中に反映していくようにさせていただきます。

また、今後の進め方についてですけれども、本日、各委員からいろいろ御意見をいただ

きましたので、その修正については、主査であります私と事務局に一任させていただけれ

ばと思いますけれども、いかがでしょうか。

（「異議なし」と声あり）

○山口主査 よろしいですか。では、そのようにさせていただきます。では、いろいろと

御意見いただきまして、どうもありがとうございました。

続きまして、原子力安全委員会の当面の施策の基本方針と、その推進に向けた取り組み

について説明をいただきたいと思います。原子力安全委員会では、昨年１２月に委員会自

らが当面取り組むべき課題、専門部会等の体制の見直しに取り組まれております。本日は、

これらの取り組みと、３月に開催を予定されております原子力安全シンポジウムの紹介を

お願いしたいと思います。では、安全委員会の事務局から、よろしくお願いします。

○日高安全調査管理官 原子力安全委員会事務局の日高です。

資料は３つございまして、まず、１５－３－１でございますが、「原子力安全委員会の

当面の施策の基本方針について」ということで、昨年の１２月２日に決定されたものです。

最初のページは「趣旨」でございますが、真ん中辺に飛びまして、平成１６年９月に当

面の施策の基本方針を定められているんですけれども、定められてから６年が経過いたし

まして、その間の経緯を踏まえて、今般、基本方針を改定したというものです。「原子力

安全の基本的考え方の提示」「原子力安全規制制度の運用のさらなる改善等」「原子力安

全規制を支える環境整備等」、この３つの項目を基軸として活動を行うこととしています。

２ページに行きまして「当面の施策の基本方針」ということで、まず、１番目の「原子

力安全の基本的考え方の提示」ですが、項目だけ先に行きますけれども、１番目が「原子

力安全の基本原則の明文化」、２番目が「安全目標の明確化とリスク情報活用に向けた検

討」、３番目が「発電用軽水型原子炉施設におけるシビアアクシデント対策の高度化」、

４番目が「安全評価の高度化に向けた安全余裕の定量化」、５番目が「放射線防護の考え

方を踏まえた原子力施設の安全な考え方の高度化」、６番目が「その他、基本的考え方の

検討」です。

後でまた戻りますけれども、２番目が「原子力安全規制制度の運用のさらなる改善等」

ということで「ダブルチェック機能の高度化に向けた検討」、２番目が「指針類の策定・

改訂等のあり方に関する検討」、３番目が「規制調査の充実」、４番目が「次世代に導入

が見込まれる原子炉等の安全規制上の考え方の整理」、５番目が「安全規制のあり方に関

する議論の活性化」です。

３番目が「原子力安全規制を支える環境整備等」ということで、先ほどから話題になっ
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ておりますパブリックコミュニケーションですけれども、「関係者間の対話の積極的実施」

「パブリックコミュニケーションのあり方の検討」「安全研究・人材育成のあり方の検討」

「安全文化の定着に向けた恒常的な取組み」「原子力新規導入国等への協力の充実」、こ

ういったものが項目として挙がっています。

このリスク情報活用検討会に一番密接に関係しているところが２ページの（１）～（３）

なのですが、ここを詳しく御説明したいと思います。

まず「原子力安全の基本原則の明文化」のところなんですが、これまで安全委員会が策

定した指針では、いずれも原子力安全に関する基本原則を踏まえたものだったんですが、

安全原則そのものは必ずしも明示されていないということで、明文化することによって、

新たな指針類を策定する際に役立つのみならず、例えば、基本設計段階と運転管理段階に

おける規制要求内容の関係を適切に整理して安全規制に役立てることができるものと考え

る。また、このような個別規制要求と基本原則との関係について、事業者と規制行政庁と

の間で共通認識を持つことは、安全規制活動の実効性を高めるために特に重要である。ま

た、指針類には必ずしも明確にされていない基本原則は、リスクの抑制水準を把握するこ

となどによって、合理的に実行可能な限りの安全性の向上努力を継続すべきことなどであ

る。これらの重要性に鑑みて最も基本的な原則を明示した文書を策定することとするとい

うことが１番目です。

それから「安全目標の明確化とリスク情報活用に向けた検討」ですけれども、安全目標

専門部会が平成１５年１２月に安全目標の中間とりまとめをまとめていますが、その中で、

将来、安全目標の適用経験が積まれ、かつリスク評価結果に対する信頼性が一層高まれば、

個別施設の安全性を安全目標に照らして判断するような利用や、更には、原子力施設の設

計手法において安全目標が活用されることもあり得ると考えられるとしています。また、

耐震設計審査指針の改訂に当たっては、その開設において残余のリスクを合理的に実行可

能な限り小さくする努力を求めています。一方で、我が国において、主に原子力施設の運

転管理においてリスク情報の活用が進展してきており、国際的にも安全規制活動における

リスク情報の活用が進んでいて、これらを踏まえ、安全目標案の位置づけをより明確化す

るとともに、施設の設計から運転に至るまでの各段階におけるリスク情報の活用の在り方

について、原子力安全の基本原則と関係づけた方針を示すこととするというのが２番目の

方針です。

３番目が「発電用軽水型原子炉施設におけるシビアアクシデント対策の高度化」ですが、

原子炉施設においては、災害の防止上支障のないよう設計・建設・運転管理することが求

められています。例えば、設計基準事故を想定して、万一それらが発生したとしても、炉

心は著しい損傷に至ることはなく、周辺の公衆に対して著しい放射線被ばくのリスクを与

えないことを確認しています。それでもなお、シビアアクシデントに至る可能性は極めて

小さいもののゼロではなくて、安全委員会は平成４年に専門部会報告書において、アクシ

デントマネジメントに関する決定を行って、事業者の自主的努力によるシビアアクシデン
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トによる設計上及び運転上の対処を求め、これまでの対策によって十分低くなっているリ

スクを更に低減してまいりました。その後、現在までシビアアクシデントに関する知見が

充実したことを踏まえ、今後、発電用軽水型原子炉施設について、合理的に実行可能な限

りリスクを小さくすることを明確かつ体系的に求めるべく、シビアアクシデント対策の一

層の充実を目指した方策について検討したいと考えています。

この３つが重要ということで、あとは割愛させていただきたいと思います。

続きまして、資料１５－３－２に移りまして「当面の施策の基本方針の推進に向けた取

組について」ということで、これは今月の３日に決定されたものです。１２月２日に基本

方針を改定したところで、それらを具体的に進めていくことが必要ということで、そのた

めの取組みについて決めたものです。下記のとおり、専門部会等の廃止や、調査審議事項

の追加といった、委員会に設置された専門部会等の見直しを行うとともに、重点的な調査

審議が必要となる項目について、外部の専門家との意見交換等を実施するとしています。

まず「専門部会の構成の変更等」ですが、安全目標専門部会は廃止する。後で御説明し

ますけれども、２番目の「外部の専門家との意見交換」、特に①の安全確保の基本原則に

関することでは、意見を反映して、安全目標については最終化したいと考えています。

それから、１の（２）ですけれども、高レベル廃棄物処分施設の安全確保に関する基本

的考え方似ついて検討を開始したいと考えています。

それから、今後とも継続すべき取組みについては、引き続き調査審議を実施したり、そ

れから、専門部会に設置された小委員会等の構成についても柔軟に設置・変更を実施した

いと考えています。

２番目の「外部の専門家との意見交換」でございますが、新聞等で共通懇談会とかいう

言葉がありましたけれども、最終的に外部の専門家との意見交換という名前に決定いたし

ました。先ほど御説明しました安全確保の基本原則に関することにつきましては、昨日、

ホームページで、２月１６日に第１回の意見交換を行うことを公表しております。それか

ら、まだ日取りは決まっていませんけれども、２番目の安全審査の高度化等に関する意見

交換も近い将来に行う予定です。

それから、資料１５－３－３に行きまして、来月の３月１６日に開催を予定しておりま

す安全シンポジウムについて、簡単に御紹介させていただきたいと思います。タイトルが

「『原子力安全委員会の当面の施策の基本方針について－合理的に達成可能な最高の安全

水準を目指して－』の開催について」ということで、安全委員会では、基本方針を説明し

て、特にリスク情報の活用における現状と課題について、原子力関係者間のコミュニケー

ションの一層の促進を図るとともに、広く国民への理解、促進を図るため、下記のとおり

原子力安全シンポジウムを開催したいと考えています。

日時が３月１６日１３時３０分～１７時３０分。場所が内閣府本府地下講堂です。主催

が原子力安全委員会で、希望者につきましては、事前登録制になっておりまして、ホーム

ページに登録方法について記載されています。
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裏がプログラムになっておりまして、安全委員長からの基調講演、それから、１部、２

部に分かれていまして、１部が「リスク情報活用における基本的な課題」、２部が「リス

ク情報活用の現状」ということで、原子力安全委員長、委員長代理、大学の先生、ＪＮＥ

Ｓ、原子力安全保安院殿、電気事業者、電気事業連合会、原子力研究開発機構の各専門家

から御発表いただくこととしております。

以上でございます。

○山口主査 ありがとうございました。

それでは、安全委員会からの今の御説明につきまして、御質問や御意見等、お願いいた

します。

渡辺委員、どうぞ。

○渡辺委員 １点、文章を読んでいてよく理解できないのですけれども、３ページの、今

回のリスク情報活用に一番関係するところだと思うのですけれども、シビアアクシデント

対策の高度化なのですが、最後の文章で「今後」以降、書いてあるのですが、今までやっ

てきたことと何が違うのかなというのがよくわからないんです。一層の充実を目指した方

策というのは、今まで自主的に電力さんが方策を検討してきて、安全委員会としては、こ

れを通して、それをどうする予定なのですか。

○山口主査 いかがでしょうか。

○日高安全調査管理官 それは今から安全確保の基本原則に関する意見交換で議論が始ま

るところなのですけれども、個人的には、平成４年のシビアアクシデントの専門部会報告

書におけるシビアアクシデントの位置づけについて議論されるんだろうと考えています。

今は完全に事業者の自主保安という位置づけなのですけれども、そこに規制がどんなふう

に関与するのかということについて議論が行われるんであろうと考えています。

○山口主査 なかなか難しい議論ですが、是非そういう意見を発言いただいて、お願いい

たします。

ほかにはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。この基本方針はしばらく前にホーム

ページでも公開されているものですし、この３月のシンポジウム、委員の方でスピーカー

として御登壇される方もいらっしゃいますけれども、是非参加いただいて、議論の活性化

に努めていただければと思います。それでは、日高さん、どうもありがとうございました。

もう一件、議題が用意されてございまして、「フィンランドにおけるリスク情報活用の

動向について」ということですが、時間が大分超過しておりまして、この議題は次回回し

とさせていただきたいと思います。

それでは、本日予定しておりました議事としまして、最後の１件は次回回しということ

ではございますが、実施計画につきまして、非常によい議論をしていただいたなと思いま

すし、またコメントの方もよろしくお願いいたします。

各委員から、もし何かコメントなり、最後にありましたら、御発言いただきたいと思い

ますが、いかがでしょうか。
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どうぞ。

○渡辺委員 次回回しにされた資料なのですけれども、要は、なぜフィンランドなのです

かという質問をしたかったんです。

○山口主査 では、そこだけ答えていただきましょうか。

○大島統括安全審査官 ＪＮＥＳの方から予定をしておりました。実は、ワークショップ

がございまして、そこの中でフィンランドの状況が比較的細かく出たのと、それから、御

承知のとおり、ＥＰＲの建設が進んでいますけれども、その中で新しいガイドラインとい

う形で定められたということもあったので、今回、間に合ったということで用意しており

ます。それ以外にも、次回以降、欧州の状況も調査をして報告をさせていただきたいと思

っております。

○山口主査 井川委員、どうぞ。

○井川委員 全く同じ件に関してなんですけれども、このＥＰＲについては、周辺情報が

ないと、リスク情報を活用していても、何でもかんでもいいのですけれども、すごくトラ

ブっていて、コストのオーバーランがすごいことになっている。ある意味、理論はいいん

だけれども、実践はとんでもないという原子炉だということを踏まえた解説でないと、こ

れを伺っている意味がないのではないかということを踏まえてやっていただきたいという

ことが１点と、ＥＰＲについては、同じ型の炉はたしか中国で一部やっているやに聞いて

いるんですけれども、そういったところの差異についてもインフォメーションがないと、

フィンランドの規制の取組みというのは何の価値があるのか、位置づけがよくわからない

ので、それを含めて、ＪＮＥＳには是非、幅広に調査をした上でプレゼンしていただかな

いと、間違った受け止め方をされるのではないかと危惧していますということを申し上げ

たい。

○山口主査 ありがとうございます。

ほかにはよろしゅうございますか。それでは、次回のこの検討会では、この議題も含め

まして、特にリスク情報活用の基本的考え方などを審議していただくことになります。

最後に、事務局から連絡事項をお願いいたします。

○生越原子力安全技術基盤課長 本日は長時間にわたり御議論いただきまして、ありがと

うございました。

次回は４月ごろの開催を考えてございます。日程につきましては、また事務局から後日、

調整、相談させていただきたいと思いますので、よろしく御対応方、お願い申し上げます。

○山口主査 それでは、これで本日の検討会は閉会とさせていただきます。長時間にわた

りまして御議論いただきまして誠にありがとうございます。それでは、これをもちまして

閉会といたします。


